
個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療被保険者台帳 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課 保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療の資格管理、給付手続きに利用する。 

記録項目 

１被保険者番号、２被保険者情報（基本コード、個人番号、カ

ナ氏名、氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所）、３得喪状

況、４適用開始日、５適用事由、６適用終了日、７終了事由、

８証交付状況、９負担区分、１０所得情報、１１賦課情報、１

２納付情報、１３給付情報、１４レセプト情報

記録範囲 
75 歳以上、または 65 歳以上で一定の障がいにより認定を受け

た者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町住民ほけん課 

（所在地）〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上 945番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日（最終修正日）：令和６年３月２４日 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険被保険者台帳 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課・保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険資格の異動（得喪）、保険給付、保険事業に利用

する。 

記録項目 

１国保番号、２被保険者情報（基本コード、個人番号、カナ氏

名、氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所）、３資格区分、

４得喪状況、５適用開始日、６適用事由、７適用終了日、８終

了事由、９被保枝番、１０証交付状況、１１負担区分、１２基

礎額（所得情報）、１３送付先情報 

記録範囲 国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町総務防災課 

（所在地）〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上 945 番

地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２４日 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民年金被保険者台帳 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課 保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金加入資格の異動（得喪）手続きに利用する。 

記録項目 

１基礎年金番号、２加入者情報（基本コード、個人番号、カナ

氏名、氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所）、３種別、４

取得日、５取得事由、６喪失日、７喪失事由、８種別変更日、

９付加情報、１０免除情報、１１その他特例等 

記録範囲 20歳以上の国民年金加入者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 松阪年金事務所（日本年金機構） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町住民ほけん課 

（所在地）〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上 945番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２４日 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 特定健康診査結果ファイル 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課 保険年金係 健康あゆみ課 健康づくり係 

個人情報ファイルの利用目的 特定健康診査に係る健診結果個人データ管理等 

記録項目 

１対象者情報（基本コード、氏名、住所、生年月日、年齢、整

理番号）、２健診検査項目（身長、体重、BMI、腹囲、血圧、各

種血液検査項目、心電図検査、眼底検査）、３メタボリックシ

ンドローム判定、４保健指導レベル、５医師の判定、判定医師

の氏名、６服薬情報、７既往歴、８自覚症状、９他覚情報、10

生活習慣等の質問

記録範囲 40～74歳の国民健康保険被保険者のうち特定健康診査受診者 

記録情報の収集方法 本人、健診委託機関（一般社団法人 松阪地区医師会） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 三重県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町住民ほけん課 

（所在地）〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上 945番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２４日 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 こども医療費助成台帳 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課 保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 こども医療受給資格の異動（得喪）、支払い手続きに利用する。 

記録項目 

１受給者番号、２受給者・対象者（こども）情報（住基コード、

個人番号、カナ氏名、氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所）、

３資格区分、４申請事由、５資格取得日、６喪失事由、７喪失

日、８判定日、９認定日、１０加入医療保険、１１口座情報、

１２支払履歴、１３ジェネリック医薬品希望有無 

記録範囲 15歳到達年度末までのこどもと保護者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町住民ほけん課 

（所在地）〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上 945番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２４日 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 ひとり親医療費助成台帳 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課 保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
ひとり親医療受給資格の異動（得喪）、支払い手続きに利用す

る。 

記録項目 

１受給者番号、２受給者・対象者（ひとり親・こども）情報（住

基コード、個人番号、カナ氏名、氏名、生年月日、性別、郵便

番号、住所）、３資格区分、４申請事由、５資格取得日、６喪

失事由、７喪失日、８判定日、９認定日、１０加入医療保険、

１１口座情報、１２支払履歴、１３ジェネリック医薬品希望有

無 

記録範囲 こどもと保護者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町総務防災課 

（所在地）〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上 945番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２４日 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 障がい者医療費助成台帳 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課 保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
障がい者医療受給資格の異動（得喪）、支払い手続きに利用す

る 

記録項目 

１受給者番号、２受給者・対象者（こども）情報（住基コード、

個人番号、カナ氏名、氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所）、

３資格区分、４申請事由、５資格取得日、６喪失事由、７喪失

日、８判定日、９認定日、１０加入医療保険、１１口座情報、

１２支払履歴、１３ジェネリック医薬品希望有無 

記録範囲 障がい者医療対象者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町総務防災課 

（所在地）〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上 945番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２４日 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳システム 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課 

個人情報ファイルの利用目的 住民の居住関係の登録・公証 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４続柄、５世帯主、６住所、７

宛名番号、８世帯番号、９個人番号、１０異動前住所、１１転

入前住所、１２本籍地、１３筆頭者、１４住定日、１５印鑑登

録情報、１６行政区、１７国籍、１８在留カード情報、１９転

出先住所、２０学校区、２１投票区 

記録範囲 明和町に住民登録を行った者 

記録情報の収集方法 本人、各証明書、戸籍情報、官公庁等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 住民基本台帳法第 12条の 3に定めのある者、官公庁等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町住民ほけん課 

（所在地）〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上 945番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

町長は、住民基本台帳各記録項目の内容について、住民基本

台帳法第 14 条第１項に基づき正確な記録を確保するため必

要な措置を行わなければならない。 

住民基本台帳に記録されている者は、同条第２項の規定に基

づき記載事項の修正を申し出ることができる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 



備考 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２４日 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 戸籍システム 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課 

個人情報ファイルの利用目的 本籍人の戸籍事項及び戸籍附票の登録・公証 

記録項目 

１本籍、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６住定日 

記録範囲 本籍人 

記録情報の収集方法 本人、代理人、官公庁等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 法務省 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町住民ほけん課 

（所在地）〒515-0332 

三重県多気郡明和町大字馬之上 945番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

戸籍簿各記録項目の内容については、戸籍法 113条から 117条

までの規定に基づき訂正申請ができる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１日 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳ネットワークシステム 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードの交付・管理 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５住民票コード、６個

人番号、７異動事由、８異動年月日、９個人番号カードの有無、

１０個人番号カード運用状況、１１個人番号カード有効期限 

記録範囲 明和町に住民登録を行った者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町住民ほけん課 

（所在地）〒515-0332 

三重県多気郡明和町大字馬之上 945番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２４日 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 個人番号カードオンライン申請一覧表 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードオンライン申請者の管理 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５電話番号 

記録範囲 
明和町に住民登録があり窓口で個人番号カードのオンライン

申請を受け付けた者 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町住民ほけん課 

（所在地）〒515-0332 

三重県多気郡明和町大字馬之上 945番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２４日 



個人情報ファイル簿（単票）  

個人情報ファイルの名称 児童手当受給者台帳 

行政機関等の名称 明和町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民ほけん課・地域福祉係 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当及び特例給付の支給事務を行うため 

記録項目 

１認定番号、２受給者情報（宛名コード、個人番号、カナ氏名、

氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、被用区分、外国人区

分、配偶者情報）、３児童情報、４手当区分、５支給開始年月、

６電話番号、７支払情報、８口座情報、９所得情報 

記録範囲 児童手当の受給者、配偶者、児童 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報）

公用請求により官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 他市町村の児童手当担当課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）明和町住民ほけん課 

（所在地）〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上 945番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日（最終修正日）：令和５年３月２４日 
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